
鎌
倉
期
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
語
義
変
化

根
ケ
山

泰
　
史

鎌倉期における「悪党」の語義変化（根ヶ山）

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
｝
三
世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
前
半
の
史
料
上
に
顕
著
に
現
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
、
「
悪
党
」
と
い
う
語
に
関
す
る
史
的
研
究
で
あ
る
。

　
悪
党
に
対
し
て
い
か
な
る
歴
史
的
評
価
を
与
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題

は
、
南
北
朝
動
乱
期
を
日
本
史
上
に
い
か
に
位
置
付
け
る
か
、
と
い
う
問
題

と
も
絡
み
合
い
な
が
ら
、
時
に
論
者
の
思
想
を
色
濃
く
反
映
し
つ
つ
、
長
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

戦
後
歴
史
学
に
お
け
る
重
要
な
論
点
で
あ
り
続
け
た
。
そ
し
て
現
在
に
至
っ

て
も
な
お
、
悪
党
は
鎌
倉
・
南
北
朝
期
の
歴
史
研
究
に
お
け
る
重
要
な
分
析

　
　
　
　
　
　
　
③

概
念
と
な
っ
て
い
る
。

　
か
つ
て
の
悪
党
論
に
お
け
る
主
要
な
研
究
手
法
は
、
荘
園
領
主
や
幕
府
等

に
よ
っ
て
「
悪
党
」
と
呼
称
さ
れ
た
入
々
の
実
態
、
す
な
わ
ち
活
動
主
体
や

構
成
員
、
活
動
内
容
や
対
象
等
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
歴
史
的
評
価
を
試
み

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
結
果
的
に
、
そ
の
歴
史
的
評
価
に
つ
い

て
は
、
発
展
的
な
動
き
と
捉
え
る
か
、
あ
る
い
は
頽
廃
的
な
現
象
と
捉
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
、
と
い
う
工
項
対
立
に
陥
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
「
悪
党
扁
の
実
態

理
解
に
つ
い
て
も
、
主
体
と
な
る
特
定
の
階
級
を
限
定
す
る
、
と
い
う
従
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
手
法
の
限
界
性
が
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
総
じ
て
一
九
七
〇
年
代
に
至
る

ま
で
に
は
、
実
態
把
握
・
歴
史
的
評
価
の
両
面
に
お
い
て
、
悪
党
の
全
体
像

に
関
す
る
整
合
的
な
理
解
が
得
ら
れ
な
い
、
混
沌
た
る
研
究
状
況
が
生
じ
て

い
た
と
言
え
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
以
後
の
悪
党
論
に
対
し
て
多
大
な
影
響
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
研
究
視
角
を
確
立
し
た
の
が
、
山
陰
加
春
夫
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
鎌
倉
期

の
門
悪
党
扁
に
つ
い
て
、
「
承
久
の
乱
以
降
に
幕
府
が
、
乱
後
に
確
立
し
た

国
家
体
制
秩
序
を
乱
す
国
家
的
犯
罪
人
を
意
味
す
る
語
と
し
て
使
用
し
は
じ

め
た
法
的
用
語
で
あ
り
、
幕
府
は
幕
末
に
至
る
ま
で
そ
の
よ
う
な
意
味
で
こ

の
語
を
使
用
し
、
幕
府
以
外
の
者
も
又
、
幕
府
の
用
法
を
念
頭
に
お
い
て
同

様
の
意
味
で
こ
の
語
を
使
用
し
、
し
か
も
、
基
本
的
に
は
、
幕
府
権
力
の
発
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動
を
要
請
す
る
公
家
・
武
家
へ
の
訴
訟
の
際
の
、
訴
訟
用
語
と
し
て
こ
の
語

を
使
用
し
た
」
と
論
じ
た
。
そ
し
て
、
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
に
鎌
倉
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

府
が
「
国
々
悪
党
令
蜂
起
」
と
認
識
し
た
事
態
の
実
態
は
、
特
定
の
集
団
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

蜂
起
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
「
悪
党
」
訴
訟
の
激
発
」
に
他
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
山
陰
氏
は
、
「
悪
党
」
と
い
う
文
言
自
体

を
＝
定
の
歴
史
的
実
態
を
示
す
歴
史
的
用
語
」
と
し
て
定
立
し
、
醤
葉
の

レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
当
該
期
の
「
悪
党
」
を
総
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
目

指
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
山
陰
説
の
核
と
な
る
「
悪
党
」
の
理
解
に
対
し
て
は
、
近
藤
成

一
・
下
沢
敦
・
渡
邊
浩
史
各
氏
に
よ
っ
て
、
重
要
な
指
摘
を
含
む
異
説
も
提

　
　
　
⑨

出
さ
れ
た
。
し
か
し
現
状
で
は
、
こ
れ
ら
三
川
と
山
陰
説
と
の
止
揚
は
果
た

さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
悪
党
」
の
理
解
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。

　
い
ま
右
の
墨
壷
の
「
悪
党
」
理
解
に
関
す
る
相
違
点
を
ま
と
め
れ
ば
、
以

下
の
三
点
に
整
理
し
え
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
点
は
、
「
悪
党
」
に
新
た
な
用
法
を
付
与
し
た
主
体
に
つ
い
て

で
あ
る
。
山
陰
・
近
藤
・
下
沢
各
氏
は
鎌
倉
幕
府
を
、
渡
邊
氏
は
寺
社
領
主

を
、
そ
の
主
体
と
捉
え
て
い
る
。

　
第
二
点
は
、
こ
こ
で
新
た
に
付
与
さ
れ
た
「
悪
党
」
の
基
本
的
定
義
に
つ

い
て
で
あ
る
。
山
陰
氏
は
「
悪
党
」
を
、
謀
叛
・
殺
害
・
山
賊
・
海
賊
・
夜

討
・
強
盗
等
の
「
国
家
的
犯
罪
（
人
ご
を
指
す
法
的
用
語
と
捉
え
た
。
近

藤
氏
は
こ
れ
を
、
鎌
倉
幕
府
の
検
断
の
対
象
と
な
る
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・

海
賊
と
い
う
重
犯
罪
人
に
対
す
る
呼
称
と
捉
え
た
。
下
沢
氏
は
当
該
期
の

「
悪
党
」
に
広
狭
二
義
の
用
法
を
想
定
し
つ
つ
、
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海

賊
の
類
の
犯
罪
行
為
（
主
体
）
を
指
す
狭
義
の
用
法
を
、
基
本
的
な
も
の
と

見
な
し
て
い
る
。
山
陰
説
と
近
藤
・
下
沢
両
説
と
の
間
で
は
、
謀
叛
・
殺
害

ま
で
を
も
含
む
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
他
方
、

渡
邊
氏
は
、
「
悪
党
」
を
荘
園
制
的
領
域
支
配
に
関
す
る
用
語
と
し
て
捉
え

て
お
り
、
右
の
第
一
点
と
も
か
か
わ
っ
て
、
他
の
三
説
と
の
乖
離
は
顕
著
で

あ
る
。

　
第
三
点
は
、
用
法
変
化
の
画
期
に
つ
い
て
で
あ
る
。
渡
邊
氏
は
一
二
世
紀

中
葉
を
画
期
と
見
て
い
る
。
山
陰
氏
は
承
久
の
乱
を
幕
府
に
よ
る
用
法
変
化

の
画
期
と
位
置
付
け
、
の
ち
に
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
の
追
加
法
三
五
条
、

お
よ
び
翌
年
の
御
成
敗
式
目
三
二
条
に
至
っ
て
、
幕
府
法
上
の
法
的
用
語
と

し
て
定
立
さ
れ
た
、
と
し
て
い
る
。
下
沢
氏
も
こ
の
山
陰
説
に
賛
意
を
表
し

て
い
る
。
近
藤
氏
は
画
期
に
つ
い
て
必
ず
し
も
厳
密
に
は
論
じ
て
い
な
い
が
、

御
成
敗
式
目
三
二
条
に
見
ら
れ
る
「
悪
党
」
を
、
自
身
の
「
悪
党
」
理
解
に

合
致
す
る
初
期
の
用
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

　
本
稿
の
課
題
は
、
〈
悪
党
〉
像
の
全
面
的
な
見
直
し
を
図
る
た
め
の
基
礎

作
業
と
し
て
、
こ
う
し
た
混
乱
状
況
を
打
開
し
つ
つ
、
「
悪
党
」
の
語
史
に

関
す
る
整
合
的
な
仮
説
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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鎌倉期における「悪党」の語義変化（根ケ山）

　
そ
の
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
各
説
に
通
序
す
る
問
題
点
を
指
摘

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
四
悪
が
い
ず
れ
も
「
悪
党
」
と
い
う

語
を
特
別
視
・
絶
対
視
す
る
こ
と
を
所
与
の
前
提
と
し
て
い
る
上
、
下
沢
説

を
除
く
三
説
に
至
っ
て
は
、
「
悪
党
」
を
単
～
の
語
義
で
律
し
よ
う
と
す
る

傾
向
が
読
み
取
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
先
入
観
に
基
づ
く
分
析
で

は
、
「
悪
党
」
が
特
殊
な
用
法
を
付
与
さ
れ
て
い
く
動
態
的
な
過
程
を
見
落

と
し
て
し
ま
い
、
と
も
す
れ
ば
「
悪
党
」
の
中
世
に
お
け
る
史
料
上
の
初
見

を
も
っ
て
、
鎌
倉
後
期
的
な
特
殊
用
法
に
よ
る
「
悪
党
」
の
淵
源
と
見
な
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

弊
害
を
招
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に
は
、
門
悪
党
扁
の
用
法
・
語
義
や
使
用

者
、
そ
し
て
こ
の
語
自
体
を
い
っ
た
ん
三
一
化
し
た
上
で
、
真
に
鎌
倉
期
の

時
代
的
特
徴
を
示
す
門
悪
党
扁
像
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

　
こ
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
前
述
し
た
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
次
章
以

下
で
は
次
の
よ
う
な
手
順
で
論
を
進
め
た
い
。
す
な
わ
ち
、
「
悪
党
」
の
用

法
・
語
義
に
つ
い
て
、
鎌
倉
幕
府
・
権
門
寺
院
・
公
家
政
権
と
い
う
性
質
の

異
な
る
使
用
主
体
ご
と
に
、
三
つ
の
留
意
点
　
　
語
の
〈
意
味
〉
に
関
す
る

理
解
を
よ
り
厳
密
化
す
る
こ
と
、
語
の
多
義
性
に
注
意
す
る
こ
と
、
類
義
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
の
関
係
性
の
変
化
に
注
目
す
る
こ
と
　
　
を
重
視
し
つ
つ
分
析
を
行
い
、

そ
の
共
時
的
偏
差
（
位
相
）
・
通
時
的
変
遷
（
用
法
・
語
義
変
化
）
の
様
相

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　
検
討
時
期
は
、
＝
～
世
紀
後
半
か
ら
鎌
倉
時
代
末
ま
で
を
中
心
に
据
え
る
。

検
討
史
料
と
し
て
は
、
「
悪
党
」
の
用
法
・
語
義
の
共
時
的
偏
差
・
逓
時
的

変
遷
を
明
確
に
す
る
た
め
、
原
則
と
し
て
作
成
年
代
・
作
成
主
体
を
ほ
ぼ
特

定
で
き
る
も
の
に
限
定
し
、
文
書
・
法
制
史
料
や
古
記
録
を
中
心
に
用
例
の

検
索
を
行
っ
た
。

　
①
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
、
鉤
括
弧
な
し
の
く
悪
党
〉
と
、
鉤
括
弧
付
き
の

　
　
〈
「
悪
党
」
〉
と
を
区
別
し
、
前
者
は
分
析
概
念
と
し
て
の
悪
党
を
、
後
者
は
史
料

　
　
用
語
と
し
て
の
「
悪
党
扁
を
指
す
も
の
と
す
る
（
引
用
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
限

　
　
り
で
な
い
）
。

　
②
悪
党
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦
「
悪
党
の
評
価
を
め
ぐ
っ

　
　
て
」
（
魍
網
野
善
彦
著
作
集
第
六
巻
隔
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。
初
出
　
九
七
〇

　
　
年
）
、
佐
藤
和
彦
「
悪
党
研
究
の
視
点
」
（
『
南
北
朝
内
乱
史
論
嚇
東
京
大
学
出
版

　
　
会
、
一
九
七
九
年
。
初
出
一
九
六
九
年
）
参
照
。
な
お
本
稿
で
は
、
著
書
・
論
文

　
　
名
の
謝
題
は
原
則
と
し
て
割
愛
す
る
。

　
③
近
年
の
悪
党
研
究
に
つ
い
て
は
、
桜
井
彦
「
序
章
」
（
噸
悪
党
と
地
域
社
会
の
研

　
　
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
の
整
理
を
参
照
。

　
④
永
原
慶
二
欄
日
本
の
中
世
社
会
』
（
岩
波
書
店
、
エ
○
〇
一
年
。
初
出
一
九
六

　
　
八
年
）
参
照
。

　
⑤
網
野
善
彦
「
鎌
倉
末
期
の
諸
矛
盾
」
（
前
掲
注
②
著
書
。
初
出
～
九
七
〇
年
）
、

　
　
黒
田
俊
雄
「
悪
党
と
そ
の
時
代
」
（
『
黒
田
俊
雄
著
作
集
第
七
巻
㎞
法
蔵
館
、
～
九

　
　
九
五
年
。
初
出
～
九
五
七
年
）
等
。

　
⑥
山
陰
加
春
夫
「
「
悪
党
」
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
佐
藤
和
彦
・
小
林
一
戸
編

　
　
『
展
望
日
本
歴
史
一
〇
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
～
九
七
七
年
）
。

　
　
以
下
、
山
陰
氏
の
学
説
は
全
て
こ
の
論
文
に
よ
る
。

　
⑦
追
加
法
三
二
〇
条
（
『
中
世
法
制
史
料
集
第
一
巻
㎞
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
）
。
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以
下
、
御
成
敗
式
自
お
よ
び
追
撫
法
に
つ
い
て
は
、
全
て
こ
の
史
料
集
に
よ
る
。

⑧
〈
「
悪
党
」
訴
訟
〉
に
関
す
る
山
陰
氏
の
定
義
は
、
〈
鎌
倉
幕
府
以
外
の
者
が
、

　
自
己
へ
の
敵
対
者
に
対
す
る
幕
府
の
逮
捕
・
断
罪
を
要
請
す
る
た
め
、
彼
等
を
幕

　
府
の
用
法
に
沿
っ
た
「
悪
党
」
と
し
て
公
家
・
武
家
に
訴
え
た
訴
訟
〉
と
ま
と
め

　
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿
で
も
念
悪
党
」
訴
訟
〉
と
善
薦
う
場
合
、
概
ね
こ
の

　
定
義
に
従
う
。

⑨
近
藤
成
一
「
悪
党
召
し
捕
り
の
構
造
」
（
永
原
慶
二
編
『
中
世
の
発
見
』
吉
想

　
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
、
下
沢
敦
「
鎌
倉
幕
府
法
令
か
ら
眺
め
た
「
悪
党
」
並

　
び
に
鎌
倉
幕
府
の
「
悪
党
扁
検
断
に
関
す
る
諸
問
題
」
（
魍
法
制
史
研
究
隔
四
三
、

　
一
九
九
三
年
）
、
渡
邊
浩
史
「
鎌
倉
中
期
迄
の
門
悪
党
」
」
（
凹
日
本
大
学
史
叢
輪
三

　
八
、
一
九
八
七
年
）
、
同
「
鎌
倉
幕
府
の
「
悪
党
」
認
識
と
本
所
一
円
領
」
（
『
日

　
本
大
学
入
文
科
学
研
究
所
研
究
紀
要
㎏
四
〇
、
　
九
九
〇
年
）
。
以
下
、
一
二
氏
の

　
学
説
は
全
て
こ
れ
ら
の
論
文
に
よ
る
。

⑩
こ
の
種
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
は
、
ひ
と
り
悪
党
論
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。

　
本
稿
の
方
法
論
が
、
他
の
史
料
用
語
の
検
討
に
際
し
て
も
参
考
と
な
り
う
れ
ば
幸

　
い
で
あ
る
。

⑪
こ
れ
ら
留
意
点
の
案
出
に
際
し
て
は
、
日
本
語
学
に
お
け
る
語
史
研
究
の
方
法

　
論
を
参
照
し
た
。
中
で
も
、
前
田
富
祓
氏
の
糊
国
語
語
彙
史
研
究
馳
（
明
治
書
院
、

　
一
九
八
五
年
）
に
は
多
く
を
学
ん
だ
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
単
語
の
く
意
味
V
と
は

　
〈
語
意
〉
・
〈
語
義
〉
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
性
質
に
類
別
で
き
、
前
者
は
「
実
際
の

　
文
脈
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
意
味
偏
す
な
わ
ち
あ
る
語
が
前
後
の
文
脈
に
依
存

　
し
て
、
あ
る
い
は
慣
屠
表
現
の
一
部
と
な
っ
て
は
じ
め
て
持
ち
う
る
よ
う
な
意
昧

　
を
、
後
者
は
「
そ
の
よ
う
な
臨
蒔
的
な
語
意
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
蕃
本
的
な

　
意
味
」
す
な
わ
ち
そ
の
語
単
独
で
も
持
ち
う
る
意
味
を
指
す
（
「
第
五
章
　
語
義

　
変
化
と
は
」
（
初
出
一
九
八
二
年
）
）
。
本
稿
で
も
〈
語
義
変
化
〉
と
言
う
場
合
、

　
後
者
の
基
本
的
な
意
味
が
変
化
し
た
こ
と
を
指
す
も
の
と
す
る
。

第
［
章
　
　
「
悪
党
」
と
類
義
語
の
関
係

第
一
笛
　
類
義
関
係
の
措
定

　
本
章
で
は
、
次
章
以
下
に
お
け
る
分
析
の
前
提
と
な
る
、
「
悪
党
」
と
そ

の
類
義
語
と
の
関
係
性
を
明
確
に
す
る
。
ま
ず
本
節
で
は
、
類
義
関
係
の
措

定
を
行
う
。

　
そ
も
そ
も
、
「
悪
党
」
は
漢
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
原
義
は
〈
悪
入

　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
な
か
ま
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
悪
党
」
が
「
悪
」
1
1
〈
わ
る
い
〉
と

　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
党
」
1
1
〈
な
か
ま
〉
の
複
合
語
で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
こ
れ
と
同
様
に
〈
わ
る
い
〉
＋
〈
な
か
ま
〉
と
い
う
複
合
語
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
代
表
的
な
漢
語
に
は
、
「
悪
徒
」
「
凶
党
」
「
凶
徒
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

以
下
、
『
日
本
国
細
大
辞
典
（
第
二
版
）
』
の
記
述
を
参
照
し
、
こ
れ
ら
と

「
悪
党
」
と
の
関
係
性
を
確
認
す
る
。

　
　
「
悪
党
扁
…
ω
悪
事
を
は
た
ら
く
者
の
集
団
。
ま
た
、
後
に
は
～
人
の

　
　
　
　
　
　
　
場
合
に
も
い
う
。
㈲
鎌
倉
末
か
ら
室
町
時
代
前
期
に
活
発

　
　
　
　
　
　
　
な
動
き
を
示
し
た
、
荘
園
の
反
領
主
的
な
武
士
・
荘
民
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
　
　
　
　
　
そ
の
集
団
。
㈹
人
を
の
の
し
っ
て
呼
ぶ
欝
葉
。

　
　
「
悪
徒
」
…
悪
事
を
な
す
者
。
ま
た
、
そ
の
仲
間
。
悪
党
。
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「
凶
党
」
…
わ
る
も
の
の
仲
間
。
悪
人
の
集
ま
り
。
悪
党
。

　
　
「
凶
徒
」
…
人
殺
し
、
強
盗
、
む
ほ
ん
な
ど
の
悪
行
を
は
た
ら
く
者
、

　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
そ
の
仲
間
。
悪
者
。
悪
党
。
悪
漢
。

　
こ
の
よ
う
に
、
漢
語
と
し
て
の
「
悪
党
」
と
「
悪
徒
」
「
直
感
」
「
凶
徒
」

の
間
に
は
、
明
確
な
類
義
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
門
悪
党
」
に
関
し

て
は
、
鎌
倉
末
期
以
降
に
②
が
成
立
し
て
多
義
語
化
し
た
と
の
理
解
が
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
戦
後
の
巳
本
中
世
史
研
究
の
蓄
積
を
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
本
稿
の
主
題
と
も
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
行
論
の
中
で
霞
ず
と
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

　
以
下
本
稿
で
は
、
こ
の
「
悪
徒
」
「
凶
党
」
「
凶
徒
」
を
「
悪
党
」
の
基
本

的
な
類
義
語
と
捉
え
、
そ
れ
ら
の
間
の
相
互
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
で
、

「
悪
党
」
の
語
史
を
分
析
し
て
い
く
。
ま
ず
下
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
類
義

関
係
が
、
中
世
に
お
け
る
「
悪
党
」
用
例
の
出
現
期
で
あ
る
＝
～
世
紀
後
半

か
ら
＝
二
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
実
際
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

こ
れ
は
渡
邊
氏
に
よ
る
学
説
の
有
効
範
囲
を
問
う
こ
と
に
直
結
す
る
作
業
で

あ
る
か
ら
、
同
説
の
検
証
と
並
行
す
る
形
で
行
っ
て
い
き
た
い
。

第
二
節
　
類
義
関
係
の
実
態

　
渡
邊
氏
は
山
陰
氏
の
見
解
を
批
判
し
、
「
悪
党
」
と
は
「
十
二
世
紀
中
葉

に
庄
園
公
領
制
が
成
立
す
る
と
共
に
、
静
社
領
主
が
門
殺
生
禁
断
」
等
の
宗

教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
を
貫
徹
し
た
所
領
を
”
外
部
”
か
ら
侵
略
す
る
も

の
に
対
し
て
使
用
し
始
め
た
」
呼
称
で
あ
り
、
幕
府
は
当
初
そ
の
文
言
を
受

動
的
に
使
用
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
氏
の
理

解
は
、
幕
府
の
側
に
主
体
性
を
見
出
す
山
陰
氏
の
理
解
と
は
、
大
き
く
食
い

違
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
は
、
　
一
体
ど
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
の
か
。
今
そ

れ
ぞ
れ
の
根
拠
の
内
、
主
要
な
も
の
を
摘
記
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
ま
ず
山
陰
氏
に
つ
い
て
は
、
ω
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
初
例
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

承
久
三
年
（
＝
＝
＝
）
八
月
申
付
の
六
波
羅
制
札
案
と
見
ら
れ
る
こ
と
、

ω
寛
喜
三
年
の
追
加
法
三
五
条
お
よ
び
翌
年
の
御
成
敗
式
目
三
二
条
中
に

「
悪
党
」
が
見
え
、
こ
の
時
期
す
で
に
こ
の
語
が
国
家
的
犯
罪
入
を
指
す
法

的
用
語
と
し
て
、
幕
府
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、

㈹
鎌
倉
時
代
の
文
書
に
お
け
る
幕
府
以
外
が
使
用
し
た
「
悪
党
」
の
用
例
が
、

幕
府
の
使
用
開
始
時
期
よ
り
も
遅
れ
て
お
り
、
そ
の
用
法
も
幕
府
の
そ
れ
と

同
じ
で
あ
る
こ
と
、
を
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
渡
邊
氏
に
つ
い
て
は
、
ω
鎌

倉
時
代
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
初
国
は
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
四
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

付
の
大
和
多
武
峯
注
進
状
で
あ
り
、
幕
府
の
使
用
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

ω
＝
一
世
紀
後
半
か
ら
史
料
上
に
見
ら
れ
始
め
る
「
悪
党
漏
は
、
少
な
く
と

も
建
治
年
間
ま
で
は
、
基
本
的
に
全
て
、
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
の
貫

徹
し
た
領
域
を
外
部
か
ら
侵
す
存
在
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
、
寺
社
領
主
に
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よ
っ
て
主
体
的
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

山
陰
氏
の
鋤
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
証
す
る
が
、
ω
㈹
に
つ
い
て
は
、
渡
邊

氏
の
ω
に
よ
っ
て
す
で
に
反
証
さ
れ
て
い
る
と
書
え
よ
う
。

　
で
は
、
渡
邊
氏
の
「
悪
党
漏
に
関
す
る
理
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
以
下

こ
の
点
に
つ
い
て
、
氏
の
論
及
し
て
い
な
い
史
料
を
用
い
て
考
察
す
る
。

　
元
暦
二
年
（
＝
八
五
）
の
文
覚
神
護
寺
定
書
は
、
寺
僧
の
守
る
べ
き
四

五
箇
条
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
箇
条
に
「
悪
党
」
が
見
え
る
。

　
　
　
⑨

【
史
料
二

　
　
　
一
、
不
可
同
意
他
処
之
悪
徒
事

　
　
　
　
　
右
、
当
寺
住
僧
等
、
若
他
寺
之
大
衆
、
若
謀
叛
之
悪
党
、
藁
囲

　
　
　
　
　
窃
二
五
等
、
蓋
付
公
私
之
諸
事
、
致
闘
諭
決
勝
負
、
於
如
此
凶

　
　
　
　
　
類
、
帝
廟
不
可
同
意
。
若
於
背
此
旨
之
鷲
者
、
永
可
令
損
出
　
。

　
史
料
一
で
は
、
「
他
寺
之
大
衆
」
「
謀
叛
之
悪
党
」
「
強
窃
二
盗
扁
等
を
、

「
他
処
之
悪
徒
」
あ
る
い
は
「
如
此
凶
類
」
と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
前
節
で
措
定
し
た
類
義
関
係
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
悪

党
」
も
ま
た
、
「
悪
徒
」
「
畜
類
」
の
類
義
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
見

て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
謀
叛
と
い
う
犯
罪
の
行
為
者
等
を
指
す
呼
称
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
悪
党
」
と
類
義
語
の
関
係
は
、
～
三
世
紀
初
頭
に
お
い
て

も
確
認
で
き
る
。

　
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
四
月
に
は
、
延
暦
寺
衆
徒
が
園
城
寺
衆
徒
と
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

戦
に
至
り
、
園
城
寺
の
堂
舎
を
焼
失
さ
せ
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の

事
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、
園
城
寺
の
語
ら
い
を
受
け
て
発
向
を
企
て
る
東
大
寺

が
、
延
暦
寺
衆
徒
に
対
し
て
「
叡
山
之
悪
党
」
「
延
暦
寺
凶
徒
」
と
い
う
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

称
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
、
同
様
に
勧
修
寺
も
「
山
門
之
悪
徒
」
「
叡
岳
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

凶
党
」
と
い
う
呼
称
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
東
大

寺
・
勧
修
寺
に
よ
る
表
現
を
見
れ
ば
、
建
保
二
年
の
段
階
で
も
、
「
悪
党
」

が
門
凶
徒
扁
「
悪
徒
」
「
凶
党
」
と
類
義
関
係
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
「
悪
党
」
以
下
の
語
が
使
用
さ
れ
た
背

景
と
し
て
は
、
・
延
暦
寺
・
園
城
寺
を
取
り
巻
く
寺
院
間
の
深
刻
な
対
立
関

係
・
敵
対
意
識
を
こ
そ
、
ま
ず
第
～
に
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
二
つ
の
事
例
は
、
前
節
で
措
定
し
た
類
義
関
係
が
、
＝
～
世
紀
後
半

か
ら
～
三
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
実
際
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
当
該
期
に
お
け
る
「
悪
党
」
に
は
、
い
ま
だ
「
悪
徒
」
「
凶
党
」

「
凶
徒
扁
等
と
の
類
義
関
係
を
明
確
に
逸
脱
す
る
用
例
は
検
出
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
渡
邊
氏
の
見
解
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な

問
題
点
を
指
摘
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
期
に
お
い
て
は
「
悪
党
」
の
み

で
な
く
、
「
悪
徒
」
「
凶
党
」
「
凶
徒
扁
等
の
類
義
語
も
、
〈
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
支
配
の
貫
徹
し
た
領
域
を
外
部
か
ら
侵
す
存
在
に
対
す
る
呼
称
〉
と
し

て
使
用
さ
れ
え
た
の
で
あ
っ
て
、
渡
邊
氏
の
論
拠
働
が
認
め
ら
れ
る
と
仮
定
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し
て
も
、
そ
こ
で
あ
え
て
「
悪
党
」
の
み
を
特
別
流
す
る
必
然
性
は
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
を
本
稿
の
課
題
に
即
す
る
形
で
ま
と
め
れ
ば
、

＝
二
世
紀
初
頭
に
至
っ
て
も
な
お
、
寺
社
領
主
が
「
悪
党
扁
と
い
う
語
に
対

し
て
、
主
体
的
に
新
た
な
用
法
を
付
与
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
は
確
認
で

き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
本
章
で
は
、
漢
語
で
あ
る
「
悪
党
扁
と
「
悪
徒
」
「
凶
党
」
「
凶
徒
」

等
と
の
間
に
類
義
関
係
を
措
定
し
、
＝
～
世
紀
後
半
か
ら
＝
二
世
紀
初
頭
に

至
っ
て
も
な
お
そ
の
類
義
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

渡
邊
説
に
対
す
る
反
証
を
行
っ
た
。
次
章
以
下
で
は
、
一
三
世
紀
中
葉
以
降
、

「
悪
党
」
に
こ
の
類
義
関
係
を
逸
脱
す
る
用
法
が
発
生
・
定
着
し
て
い
く
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
。

①
㎎
大
漢
和
辞
典
（
修
訂
第
二
版
）
巻
四
㎞
（
大
修
士
書
店
、
一
九
入
九
年
）
。

②
『
同
右
㎞
、
お
よ
び
『
同
巻
±
島
（
一
九
九
〇
年
）
。

③
本
稿
で
は
作
業
の
煩
雑
化
を
避
け
る
た
め
、
対
象
を
二
字
の
漢
語
に
限
定
し
て

　
検
討
を
行
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち
日
本
申
世
に
お
け
る
使
嗣
頻
度
が
比
較
的
高

　
い
前
掲
の
「
悪
徒
」
「
凶
党
」
「
凶
徒
扁
を
中
心
的
検
討
対
象
と
し
、
そ
の
他
の
類

　
義
語
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
言
及
す
る
に
止
め
た
。
な
お
「
悪
党
」
類
義

　
語
候
補
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
大
竹
雅
美
「
「
悪
党
」
史
料
一
覧
」
（
悪
党
研
究

　
会
編
『
悪
党
と
内
乱
』
岩
田
害
院
、
二
〇
〇
五
年
）
か
ら
多
大
な
示
唆
を
得
た
。

④
　
第
一
・
四
巻
（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）
。

⑤
㈹
は
近
代
の
用
例
の
み
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
の
検
討
対
象
か
ら
は
除
外
す

　
る
。

⑥
黒
田
俊
雄
「
歴
史
へ
の
悪
党
の
登
場
」
（
前
掲
は
じ
め
に
注
⑤
著
書
。
初
出
一

　
九
七
三
年
〉
。

⑦
『
鎌
倉
遣
文
』
二
八
二
三
号
（
以
下
、
命
鎌
㎞
二
八
二
三
〉
と
い
う
よ
う
に
略

　
す
）
。

⑧
一
華
』
一
七
二
九
。
た
だ
し
、
初
見
史
料
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
遡
り
う
る
（
大

　
竹
雅
美
箭
掲
注
③
論
文
参
照
）
。

⑨
　
　
魍
中
世
法
制
史
料
集
第
六
巻
晒
専
社
法
七
条
（
以
下
、
公
家
法
・
寺
社
法
に
つ

　
い
て
は
全
て
こ
の
史
料
集
に
よ
る
）
。
以
下
、
引
用
史
料
中
の
句
読
点
・
並
列

　
点
・
傍
注
・
傍
線
等
は
全
て
筆
者
に
よ
る
。
ま
た
、
一
部
刊
本
の
翻
刻
を
改
め
た

　
箇
所
が
あ
る
。

⑳
こ
の
事
件
や
関
連
史
料
に
つ
い
て
は
、
肥
後
和
男
「
建
保
二
年
南
都
大
衆
蜂
起

　
に
関
す
る
～
史
料
」
（
『
歴
史
と
地
理
』
二
九
－
三
、
一
九
三
二
年
）
参
照
。

⑪
建
保
二
年
六
月
；
百
付
東
大
寺
牒
案
（
『
鎌
』
補
六
三
七
・
二
六
三
八
）
。

⑫
建
保
二
年
六
月
二
二
日
付
勧
修
寺
返
牒
案
（
『
鎌
臨
補
六
四
三
）
。

第
二
章
　
鎌
窟
幕
府
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
用
法
変
化

第
一
節
　
法
的
用
語
と
し
て
の
採
用
と
定
義

　
本
章
で
は
、
主
に
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
用
法
を
分
析
す
る
。

　
山
陰
・
近
藤
・
下
沢
各
氏
は
、
幕
蔚
が
「
悪
党
」
を
法
的
用
語
と
し
て
採

用
し
た
、
と
見
な
し
て
い
る
。
筆
者
も
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

渡
邊
氏
に
よ
る
批
判
も
存
在
す
る
な
ど
、
こ
の
見
解
は
い
ま
だ
定
説
と
ま
で

は
欝
い
難
い
。
実
例
に
即
し
て
補
強
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
前
提
と
し
て
ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、

＝
二
世
紀
中
葉
以
降
の
幕
府
関
連
史
料
上
に
見
ら
れ
る
、
「
悪
党
」
と
類
義

語
と
の
関
係
性
の
変
化
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
該
期
以
降
、
幕
府

は
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
等
の
盗
賊
（
行
為
）
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
、

「
悪
党
」
を
頻
繁
に
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
他
方
で
そ
の
類
義
語
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
は
、
嘉
禎
二
年
（
～
二
三
六
）
｝
～
月
の
「
凶
徒
」
、
そ
し
て
延
応
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（一

�
O
九
）
七
月
の
「
滅
裂
」
以
降
、
幕
府
法
お
よ
び
幕
府
発
給
文
書
上

に
お
け
る
使
用
例
が
、
極
端
に
減
少
す
る
。
特
に
、
延
応
元
年
七
月
以
後
、

文
永
～
一
年
2
二
七
四
）
に
蒙
宵
軍
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
「
凶
徒
」
が

　
　
　
　
③

使
用
さ
れ
る
ま
で
の
三
五
年
問
に
は
、
管
見
の
限
り
、
「
悪
徒
扁
「
凶
党
」

「
凶
徒
」
の
み
な
ら
ず
、
「
凶
類
」
門
悪
賊
」
「
凶
賊
」
等
も
含
め
た
二
字
漢

語
の
類
義
語
は
、
金
く
そ
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

前
章
で
見
た
寺
院
の
用
例
と
比
較
し
て
も
、
一
三
世
紀
中
葉
以
降
に
お
け
る

幕
府
の
用
例
が
「
悪
党
」
に
極
度
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
幕
府
の
用
例
上
に
見
ら
れ
る
変
化
か
ら
は
、
「
悪
党
」
と
他
の

類
義
語
と
の
間
に
お
け
る
何
ら
か
の
区
別
の
顕
在
化
、
お
よ
び
「
悪
党
」
の

選
択
的
使
用
状
態
へ
の
移
行
、
と
い
う
二
つ
の
客
観
的
事
実
を
読
み
取
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
変
化
が
受
動
的
あ
る
い
は
自
然
発

生
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
能
動
的
・
政
策
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
の
事
例
を
見
た
い
。

鎌
倉
後
期
の
醍
醐
寺
に
お
い
て
は
、
三
宝
院
・
三
宝
院
流
の
相
承
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

っ
て
寺
内
各
派
間
に
対
立
が
生
じ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
紛
争
に
関
す
る
も
の
の
中
に
注
目
す
べ
き
一
対
の
史
料
が
存
在
す
る
。

　
　
　
⑤

【
史
料
…
漏

　
　
醍
醐
寺
僧
綱
等
誠
憧
誠
恐
謹
言

　
　
　
請
殊
蒙
　
天
満
、
被
寄
付
金
堂
造
営
料
所
、
断
罪
悪
行
凶
冠
状

　
　
（
中
略
）
袋
去
年
九
月
廿
九
日
、
一
類
凶
徒
不
揮
　
皇
憲
、
三
十
蜂
起
、

　
　
違
背
寺
務
、
倍
巧
巣
悪
、
或
閉
寺
門
、
濫
成
鳥
津
軽
群
、
繋
辞
金
堂
、

　
　
恣
空
話
嗅
之
事
。
（
中
略
）
上
下
錐
雲
集
、
凶
党
防
而
難
競
、
老
若
難

　
　
子
来
、
飛
焔
熾
而
難
消
。
（
中
略
）
面
差
満
寺
衆
徒
等
、
去
比
、
且
被

　
　
寄
付
修
造
之
料
所
、
且
可
融
禁
悪
行
之
凹
田
之
由
、
具
忍
事
状
、
頻
驚

　
　
上
聞
云
≧
。
（
中
略
）
所
詮
於
悪
党
之
罪
科
者
、
刑
法
只
仰
　
天
裁
、

　
　
於
堂
宇
之
造
営
者
、
早
速
尤
足
寒
湿
夷
。
（
後
略
）

　
　
　
⑥

【
史
料
三

　
　
（
表
題
〉

　
　
「
惣
寺
衆
申
条
＼
～
事
書
進
武
家
」

　
　
注
進

　
　
　
就
当
寺
金
堂
回
禄
、
定
任
法
印
造
意
結
構
無
事

　
　
（
中
略
）
俄
論
定
玄
・
定
心
・
定
継
・
定
額
肥
砒
纏
．
寛
乗
・
掛
目
法

　
　
師
・
虎
清
丸
配
光
醗
以
下
悪
党
等
、
去
年
九
月
廿
九
日
当
子
本
願
　
聖

　
　
主
之
御
国
忌
、
口
背
永
仁
二
年
　
編
旨
、
巧
謡
言
、
企
蜂
起
、
塞
寺
門
、
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鎌倉期における「悪党」の語義変化（根ヶ山）

　
　
伐
鐘
木
醗
鋤
師
号
。
（
中
略
）
放
火
之
後
、
彼
悪
党
等
逃
散
之
時

　
　
者
、
先
出
金
堂
、
逃
散
宝
地
院
定
任
住
房
。
（
中
略
）
彼
悪
党
等
可
焼
払

　
　
寺
門
之
由
、
有
其
聞
、
（
中
略
）
誌
面
任
悪
事
根
元
、
悪
党
扶
持
等
之

　
　
次
第
、
一
寺
無
隠
、
諸
人
反
唇
。
（
後
略
）

　
史
料
二
・
三
は
、
右
の
紛
争
を
背
景
と
し
つ
つ
、
永
仁
一
工
年
（
一
二
九

五
）
一
二
月
に
醍
醐
寺
の
金
堂
が
焼
失
し
た
事
件
を
直
接
の
発
端
と
し
て
、

金
堂
再
建
や
実
行
犯
・
張
本
等
の
処
罰
を
公
家
・
武
家
に
訴
え
た
も
の
で
あ

る
。
事
件
の
概
略
は
、
醍
醐
寺
僧
山
回
（
三
宝
院
を
管
領
）
の
門
弟
で
あ
る

定
玄
・
定
座
等
が
、
永
仁
三
年
九
月
に
蜂
起
し
て
金
堂
に
立
て
籠
も
り
、
一

二
月
に
は
そ
の
金
堂
に
放
火
し
た
上
で
定
任
の
住
房
で
あ
る
宝
池
院
に
逃
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

込
ん
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
史
料
二
は
、
醍
醐
寺
僧
綱
等
が
公
家
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
金
堂

放
火
の
実
行
犯
で
あ
る
定
玄
・
定
書
ら
に
対
し
て
、
「
凶
党
」
「
凶
徒
」
「
悪

党
」
等
の
呼
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
前
章
で

措
定
し
た
類
義
関
係
は
こ
の
段
階
で
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
一
方
史
料
三
は
、
後
日
惣
寺
衆
徒
等
が
幕
府
に
提
出
し
た
訴
状
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
「
被
定
置
之
旨
刑
法
」
に
基
づ
き
、
定
任
を
罪
人
と
裁
定
す

る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
史
料
二
と
比
較
す
る
と
、
両
者
で

「
悪
党
」
の
用
法
に
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
一
百
瞭
然
で
あ
る
。
史
料
三

で
は
、
「
悪
党
」
が
選
択
的
に
使
爾
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
史
料
二
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
醍
醐
寺
で
は
「
悪
党
」
と
い
う
語
を
必
ず

し
も
特
別
視
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
史
料
三
に
お
い
て
醍
醐
寺

衆
徒
等
は
、
裁
定
者
た
る
幕
府
の
側
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
用
法
を
意
識
し

て
、
選
択
的
使
用
を
行
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、
幕
府
は
永

仁
四
年
の
段
階
で
、
す
で
に
「
悪
党
」
を
法
的
用
語
と
し
て
採
用
し
、
そ
の

こ
と
を
原
告
た
る
醍
醐
寺
側
も
認
識
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
悪
党
」
が
鎌
倉
幕
麻
に
よ
っ
て
法
的
用
語
と
し
て
採
用

さ
れ
た
、
と
捉
え
る
山
陰
・
近
藤
・
下
沢
華
氏
の
見
解
は
首
肯
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
た
だ
し
葡
述
の
通
り
、
三
氏
の
学
説
に
は
「
悪
党
扁
の
定
義
に
関

し
て
異
同
も
見
ら
れ
、
こ
の
点
は
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
幕
府
の
採

用
時
期
に
関
す
る
三
氏
の
見
解
に
は
、
と
も
に
修
正
の
必
要
が
あ
る
。
よ
っ

て
、
ま
ず
本
節
で
は
前
者
に
つ
い
て
検
討
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
新
節
で
検

討
を
行
う
。
そ
の
中
で
、
前
章
で
雷
及
し
た
山
陰
氏
の
論
拠
働
も
検
証
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

　
以
下
、
幕
府
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
定
義
を
確
認
す
る
た
め
、
法
的
用
語

と
し
て
の
「
悪
党
」
に
関
す
る
幕
府
の
典
型
的
用
法
を
抽
出
す
る
。

　
弘
長
元
年
（
～
二
六
一
）
二
月
に
立
法
さ
れ
た
関
東
新
制
の
一
箇
条
で
あ

る
追
加
法
三
六
八
条
で
は
、
明
ら
か
に
「
山
賊
・
海
賊
・
夜
討
・
強
盗
之

類
」
が
「
悪
党
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
～
三
世
紀
中
葉
に
立
法
さ

れ
た
幕
府
法
で
は
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
行
為
者
等
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
、
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⑧

専
ら
「
悪
党
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ

う
な
事
実
を
主
た
る
根
拠
と
し
て
、
幕
府
法
上
の
「
悪
党
扁
は
〈
夜
討
・
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

盗
・
山
賊
・
海
賊
〉
を
意
味
す
る
も
の
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
厳
密

に
は
、
こ
れ
ら
は
同
～
史
料
中
の
門
山
賊
」
「
海
賊
」
「
夜
討
」
「
強
盗
」
等

を
受
け
た
、
つ
ま
り
文
脈
に
依
存
し
た
用
法
に
す
ぎ
ず
、
「
悪
党
」
の
語
義

自
体
は
依
然
〈
悪
人
の
な
か
ま
〉
の
ま
ま
で
あ
っ
た
可
能
性
も
、
否
定
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
の
見
地
か
ら
は
、
い
ま
一
歩
踏
み
込
ん
で
検
討
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
番
え
る
。

　
そ
こ
で
、
次
の
史
料
に
注
目
し
た
い
。

【
史
料
四
】
（
追
加
法
七
〇
四
～
七
〇
九
条
）

　
　
　
侍
所
方
　
乾
元
二
年
六
月
二
百
評
定

一
　
殺
害
・
刃
傷
・
打
職
事
（
中
略
）

一
　
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
事

　
（
中
略
）
非
蕾
悪
党
等
倍
増
、
剰
御
家
人
俺
傑
欺
。
（
中
略
）

　
窃
盗
事
（
中
略
）

　
博
変
事
（
中
略
）

向
後
守
袋
法
、
可
被
施
行
。
先
日
罪
名
分
輩
、
悪
党
・
殺
害
・
謀
書

　
　
以
上
重
科
野
外
、
窃
盗
・
刃
傷
・
博
変
・
謀
略
以
下
軽
罪
、
不
謂
年

　
　
紀
之
遠
近
、
悉
可
被
厚
盗
難
。

史
料
四
は
、
乾
元
二
年
（
一
三
〇
王
）
六
月
＝
一
落
に
立
法
さ
れ
、
検
断

沙
汰
管
轄
部
局
で
あ
る
侍
所
に
通
達
さ
れ
た
一
連
の
法
令
で
、
自
由
刑
に
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

う
御
家
人
負
担
の
軽
減
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
第
二
条
で
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
を
働
く
人
々
を
「
悪
党
」
と
呼
称

し
て
い
る
点
も
重
要
だ
が
、
こ
こ
で
特
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
文
末

の
傍
線
部
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
の
「
悪
党
」
は
明
ら
か
に
、
単
な

る
〈
悪
人
の
な
か
ま
〉
を
意
味
す
る
語
と
し
て
で
は
な
く
、
一
つ
の
独
立
し

た
「
罪
名
」
す
な
わ
ち
犯
罪
類
型
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
悪
党
」
と
は
い
か
な
る
犯
罪
を
指
す
か
。
こ
こ
で
注

意
す
べ
き
は
、
「
悪
党
」
が
殺
害
と
同
じ
「
重
科
」
の
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
法
で
「
重
科
」
と
さ
れ
る
代
表
的
な
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
、
謀
叛
、
殺
害
、
山
賊
・
海
賊
・
夜
討
・
強
盗
等
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
前

述
の
よ
う
に
、
こ
の
内
の
山
賊
・
海
賊
・
夜
討
・
強
盗
を
働
く
人
々
に
対
す

る
呼
称
と
し
て
、
～
三
世
紀
中
葉
の
幕
府
法
で
は
専
ら
「
悪
党
」
が
使
用
さ

れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
ま
た
、
史
料
四
の
傍
線
部
に
目
を
移
せ
ば
、

窃
盗
が
「
軽
罪
」
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
一
方
、
同
じ
盗
犯
の
中
で
も
重
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
あ
る
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
の
罪
名
が
、
「
重
科
」
の
内
に
記
載
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
諸
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
右
の
「
悪
党
し
は
、
夜
討
・

強
盗
・
山
賊
・
海
賊
と
い
っ
た
凶
悪
な
盗
犯
を
～
揺
す
る
犯
罪
類
型
と
し
て
、

記
載
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
門
悪
党
」
は
原
義
に
お
い
て
は
人
間
の

集
団
を
指
す
語
で
あ
る
が
、
〈
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
と
い
う
犯
罪
の
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行
為
者
等
〉
と
い
う
語
義
が
転
用
さ
れ
て
、
〈
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
い
う
犯
罪
を
指
す
用
法
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
か
ら
、
幕
府
法
上
で
は
こ
の
乾
元
二
年
の
段
階
で
、
す
で
に
「
悪

党
」
の
語
義
は
〈
悪
人
の
な
か
ま
〉
一
般
か
ら
、
〈
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・

海
賊
と
い
う
盗
賊
（
行
為
）
〉
へ
と
限
定
さ
れ
て
い
た
、
す
な
わ
ち
語
義
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

化
を
生
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
的
用
語
と
し
て
の

「
悪
党
」
に
は
、
謀
叛
・
殺
害
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
幕
府
に
よ
る
法
的
用
語
と
し
て
の
「
悪
党
」
の
採
用
・
定
義
は
、

い
つ
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
節
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

第
エ
節
採
用
の
時
期

　
ま
ず
は
上
限
の
検
討
か
ら
始
め
る
。

　
そ
も
そ
も
、
〈
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
と
い
う
盗
賊
（
行
為
）
〉
と
い

う
語
義
に
よ
る
「
悪
党
〕
の
用
法
は
、
幕
府
法
の
初
期
か
ら
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
山
陰
・
近
藤
・
下
沢
各
氏
が
自
説
に
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

致
す
る
最
初
期
の
事
例
と
し
て
挙
げ
た
次
の
史
料
を
検
討
し
た
い
。

門
史
料
五
】
（
御
成
敗
式
目
三
二
条
）

　
　
一
　
隠
置
盗
賊
・
悪
党
於
所
領
内
事

　
　
　
（
中
略
）
傍
於
縁
辺
之
凶
賊
者
、
付
証
跡
難
中
禁
。
又
地
頭
等
至
隠

　
　
　
置
賊
徒
者
、
番
線
同
罪
也
。
（
中
略
）
融
着
停
止
守
護
使
入
部
所
々

　
　
　
事
、
同
悪
党
等
出
来
之
惑
者
、
不
日
可
召
渡
守
護
所
也
。
（
後
略
）

　
山
陰
氏
は
、
こ
こ
で
の
「
悪
党
扁
が
「
盗
賊
」
（
追
加
法
三
五
条
）
・
「
強

盗
」
「
重
科
の
輩
」
（
同
…
一
七
条
）
と
い
っ
た
国
家
的
犯
罪
（
人
）
と
同
義

に
使
用
さ
れ
て
い
る
、
と
解
釈
し
、
式
目
制
定
の
貞
永
　
兀
年
（
～
二
三
二
）

に
至
っ
て
、
幕
府
は
「
悪
党
」
を
「
謀
叛
・
殺
害
・
山
賊
・
海
賊
・
夜
討
・

強
盗
等
の
国
家
的
犯
罪
を
さ
す
法
的
用
語
と
し
て
定
立
し
た
扁
と
論
じ
た
。

し
か
し
そ
も
そ
も
、
史
料
五
に
お
け
る
「
悪
党
扁
の
用
法
に
、
何
ら
か
の
明

確
な
定
義
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
史
料
五
に
関
し
て
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
笠
松
宏
至
氏
に
よ
る
指
摘
の
繰

り
返
し
に
な
る
が
、
事
書
で
「
盗
賊
」
と
「
悪
党
」
が
並
列
表
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
盗
賊
漏
門
悪
党
」
と
い
う
二
つ
の
語
が
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
事
実
書
に
目
を
移
す

と
、
こ
の
事
書
で
掲
げ
ら
れ
た
「
盗
賊
・
悪
党
」
が
「
凶
賊
」
「
賊
徒
」
、
そ

し
て
門
悪
党
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
悪
党
」
は
一
方

で
は
「
盗
賊
」
と
区
別
さ
れ
つ
つ
、
一
方
で
は
そ
れ
を
も
包
摂
し
う
る
概
念

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
法
は
、
「
悪
党
」

を
〈
悪
人
の
な
か
ま
〉
と
い
う
一
般
的
な
語
義
で
捉
え
て
初
め
て
、
矛
盾
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

く
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
史
料
五
の
「
悪
党
」
に
原
義
と
異
な
る
特
殊
な
意
味
付
け

を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
検
討
結
果
に
加
え
て
、
〈
御
成
敗
式
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目
の
用
語
は
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
〉
と
い
う
三
浦
周

　
　
　
　
　
　
　
⑭

行
氏
の
著
名
な
指
摘
も
想
起
す
れ
ば
、
史
料
五
に
お
い
て
、
「
悪
党
し
が
法

的
用
語
と
し
て
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
と
八
口
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
貞
永
元
年
段
階
の
幕
府
法
で
も
、
「
悪
党
」
の
用
法
・
語
義
は
前

章
で
見
た
類
義
関
係
を
い
ま
だ
脱
し
て
い
な
い
、
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
前
章
で
言
及
し
た
山
陰
氏
の
論
拠
②
は
そ
の
ま
ま
で
は
成
立
せ
ず
、

氏
の
「
悪
党
」
理
解
に
関
す
る
主
要
な
論
拠
は
全
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な

⑳
る
。　

幕
府
法
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
明
確
な
定
義
は
、
延
応
二
年
（
一
二
四

〇
）
工
月
段
階
で
も
、
い
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

【
史
料
六
】
（
追
加
法
＝
＝
～
～
一
二
九
条
）

　
　
　
鎌
倉
中
保
々
奉
行
可
存
知
条
々

　
　
～
　
盗
人
事

　
　
～
　
旅
人
事

　
　
～
　
辻
食
事

　
　
一
　
悪
党
事
（
後
略
）

　
史
料
六
は
、
鎌
倉
の
保
奉
行
人
等
に
対
し
て
警
固
す
べ
き
条
々
を
通
達
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
延
応
二
年
二
月
二
日
付
の
法
令
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
悪
党
」
が

「
盗
人
」
「
旅
人
」
「
辻
捕
」
に
続
く
四
条
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
重
要

で
あ
る
。
仮
に
当
該
時
点
で
、
山
陰
氏
の
説
く
よ
う
に
、
「
悪
党
」
が
す
で

に
国
家
的
犯
罪
（
入
）
を
呼
称
す
る
法
的
用
語
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
た
と

す
れ
ば
、
犯
罪
と
し
て
の
重
大
性
に
鑑
み
て
、
警
戒
の
対
象
と
し
て
ま
ず
第

一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
近
藤
・
下
沢
両
氏
の
学
説
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
も
、
同
様
の
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
は
承
久
の
乱
以
後
も
、
少
な
く
と
も
延
応
二

年
二
月
に
至
る
ま
で
は
、
依
然
と
し
て
、
「
悪
党
」
を
法
的
用
語
と
し
て
採

用
し
他
の
類
義
語
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
定
義
を
付
与
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
本
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
延
応

元
年
七
月
以
降
、
幕
府
法
・
幕
府
発
給
文
書
上
に
お
け
る
「
悪
党
」
と
他
の

類
義
語
と
の
関
係
性
に
は
、
変
化
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ

の
よ
う
な
用
例
上
の
変
化
に
鑑
み
て
も
、
幕
府
に
よ
る
「
悪
党
扁
採
用
の
上

限
に
つ
い
て
は
、
延
応
二
年
二
月
に
設
定
し
て
問
題
な
い
も
の
と
遡
断
ず
る
。

　
で
は
続
い
て
、
下
限
の
検
討
を
行
う
。
「
悪
党
」
採
用
の
下
限
に
つ
い
て

は
、
幕
府
に
お
け
る
用
例
の
み
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
幕
府
に
よ
る

「
悪
党
」
の
採
用
と
い
う
事
態
が
、
幕
府
以
外
の
人
々
か
ら
も
明
確
に
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
の
潤
明
す
る
時
点
に
、
設
定
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
前
節
で
は
、
永
仁
四
年
の
醍
醐
寺
が
、
幕
府
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
用
法

を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
同
等
で
は
、
す

で
に
弘
長
年
問
に
お
い
て
、
同
様
の
意
識
に
基
づ
く
用
法
が
確
認
さ
れ
る
。

　
　
　
⑭

【
史
料
七
】
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醍
醐
寺
衆
徒
等
言
上

　
　
　
欲
早
依
殺
害
四
箇
度
罪
科
、
且
任
関
東
十
箇
条
憲
政
、
被
禁
遇
定
済

　
　
　
　
　
　
　
　
条

　
　
　
法
務
、
於
自
余
○
条
者
、
公
一
軍
悪
難
子
細
事

　
　
（
中
略
）
或
招
居
南
都
之
悪
党
、
殺
害
諸
人
、
（
中
略
）
況
亦
去
四
月

　
　
上
旬
之
比
、
定
済
法
務
語
集
南
都
数
百
之
悪
党
、
欲
差
遣
寺
家
而
詠
衆

　
　
徒
之
条
、
（
中
略
）
若
夫
無
武
家
之
溺
誠
者
、
悪
党
乱
入
無
疑
。
悪
党

　
　
令
乱
入
者
、
寺
家
滅
亡
勿
論
也
。
（
中
略
）
抑
又
近
日
被
降
関
東
十
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
輩

　
　
条
之
　
厳
旨
、
被
鎮
世
上
庶
人
之
濫
悪
。
其
中
好
召
仕
悪
党
○
井
悪
党

　
　
張
本
事
、
殊
有
御
沙
汰
云
§
。
（
中
略
）
定
済
女
好
召
仕
数
多
之
悪
党
、

　
　
又
即
為
悪
党
之
張
本
。
（
後
略
）

　
史
料
七
は
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
閏
七
月
に
、
醍
醐
寺
衆
徒
等
が
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

主
野
合
の
非
法
を
訴
え
、
そ
の
寺
務
停
止
を
幕
府
に
求
め
た
申
状
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
悪
党
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
の
は
定
済
に
与
す
る
門
弟
や
所
従
等

で
あ
る
が
、
史
料
七
に
つ
い
て
何
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
衆
徒
等
に
よ
っ

て
「
関
東
十
箇
条
憲
政
」
が
、
定
心
断
罪
の
法
的
根
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
関
東
十
箇
条
憲
政
」
と
は
、
そ
の
内
容
・
条
数
か

ら
、
弘
長
二
年
五
月
二
三
日
付
で
漏
せ
ら
れ
た
次
の
幕
府
法
を
指
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
は
明
ら
か
と
言
え
る
。

【
史
料
八
】
（
追
加
法
四
〇
七
～
四
～
六
条
（
事
書
の
み
抜
粋
）
）

　
　
一
　
自
公
家
被
弾
渡
遂
事

　
史
料
入
に
関
し
て
、

ら
れ
る
こ
と
な
く
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

以
降
、

変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

法
は
、

　
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、

十
箇
条
憲
政
」

言
多
用
と
い
う
事
態
を
勘
案
す
れ
ば
、

「
悪
党
脇
と
い
う
語
を
、

す
で
に
法
的
用
語
と
し
て
採
用
し
て
い
た
、

ろ
う
。

　
山
僧
請
取
寄
沙
汰
事

一　
武
家
不
相
交
之
沙
汰
、
自
公
家
被
仰
下
（
中
略
）

一　
籠
置
悪
党
無
沙
汰
所
々
事

一　
西
国
堺
事

一　
好
召
仕
悪
党
要
事

一　
悪
党
跡
事

一　
召
人
逃
本
棚
入
隊
事

一　
洛
中
屋
地
井
近
国
買
地
事

一　
悪
党
張
本
事

一　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
は
、
「
悪
党
」
が
他
の
類
義
語
に
言
い
換
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
延
応
元
年
七
月

く
幕
府
に
よ
る
「
悪
党
」
の
選
択
的
使
用
状
態
へ
の
移
行
V
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
料
八
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
用

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
変
化
を
体
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
料
七
に
お
け
る
醍
醐
寺
衆
徒
等
の
「
関
東

　
　
　
　
へ
の
言
及
と
、
幕
府
法
上
の
語
法
を
意
識
し
た
「
悪
党
」
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幕
府
は
弘
長
二
年
五
月
の
段
階
で
、

　
　
　
　
　
　
　
単
に
選
択
的
に
使
用
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

衆
徒
等
は
そ
れ
を
利
用
し
て
、
自
ら
の
訴
訟
を
有
利
に
進
め
よ
う
と
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し
た
の
で
あ
る
。
幕
府
に
お
け
る
「
悪
党
」
採
用
の
下
限
は
、
こ
の
時
点
よ

り
下
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
検
討
よ
り
、
幕
府
は
一
三
世
紀
中
葉
、
延
応
二
年
二
月
か
ら
弘
長

二
年
五
月
ま
で
の
約
二
〇
年
の
問
に
、
「
悪
党
偏
を
、
自
ら
の
検
断
の
対
象

と
し
て
の
く
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
と
い
う
盗
賊
（
行
為
）
V
を
意
味

す
る
法
的
用
語
と
し
て
、
採
用
・
定
義
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

①
〔
嘉
禎
二
年
〕
＝
月
一
五
日
遅
関
東
御
教
書
（
噸
鎌
臨
五
〇
八
四
）
。

②
追
繍
法
＝
八
条
。

③
追
加
法
四
六
三
条
、
文
永
＝
年
＝
月
三
日
付
関
東
御
教
書
（
㎎
鎌
㎞
＝

　
七
四
三
）
、
同
日
付
関
東
御
教
書
案
（
『
鎌
』
一
一
七
四
躍
）
。

④
藤
井
雅
子
「
第
－
部
別
一
章
第
五
節
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
三
宝
院
流
の
分
派

　
と
嫡
流
」
（
『
中
世
醍
醐
寺
と
真
言
密
教
匝
勉
誠
繊
版
、
二
〇
〇
八
年
目
初
繊
二
〇

　
〇
工
年
）
。

⑤
永
仁
四
年
二
月
日
付
醍
醐
寺
僧
綱
等
庶
出
（
『
鎌
㎞
～
九
〇
～
六
）
。

⑥
永
仁
四
年
六
月
日
付
醍
醐
寺
惣
寺
山
申
状
案
（
『
鎌
』
～
九
〇
九
一
）
。

⑦
当
該
事
件
・
相
論
お
よ
び
醍
醐
寺
の
組
織
等
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
清
郎
「
中
世

　
の
醍
醐
寺
（
一
　
組
織
と
構
造
と
（
『
中
世
日
本
の
国
家
と
寺
社
』
高
志
書
院
、

　
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
一
九
八
四
年
）
参
照
。

⑧
追
加
法
二
五
四
・
三
一
九
・
三
二
〇
・
四
〇
五
条
。
な
お
、
追
加
法
三
六
八
条

　
と
ほ
ぼ
同
文
で
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
の
制
定
と
さ
れ
る
追
加
法
二
五
二
条
は
、

　
元
来
存
在
し
な
い
法
令
と
考
え
ら
れ
る
（
拙
稿
「
書
評
　
佐
々
木
文
昭
著
『
中
世

　
公
武
新
制
の
研
究
㎞
」
（
『
法
制
史
研
究
』
五
九
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
）
。

⑨
上
横
手
雅
敬
「
六
波
羅
探
題
と
悪
党
」
（
『
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究
』
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
九
　
年
。
初
出
一
九
五
〇
年
）
、
近
藤
・
下
沢
前
掲
論
文
等
。

⑩
は
じ
め
に
注
⑪
参
照
。

⑪
笠
松
宏
至
頭
注
・
補
注
（
噸
中
世
政
治
社
会
思
想
上
幽
岩
波
書
唐
、
一
九
七
二

　
年
）
。

⑫
御
成
敗
式
目
＝
条
。

⑬
鎌
倉
幕
府
法
に
お
け
る
犯
舞
・
刑
罰
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
植
田
信
広
門
鎌
倉

　
幕
府
の
〈
検
断
〉
に
関
す
る
覚
え
書
き
」
（
『
法
政
研
究
』
五
八
…
四
・
五
九
一
一
、

　
｝
九
九
二
年
）
参
照
。

⑭
史
料
四
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
下
沢
氏
も
糊
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

⑮
鎌
倉
後
期
の
幕
府
に
よ
る
門
悪
党
」
の
用
例
に
は
、
必
ず
し
も
夜
討
・
強
盗
・

　
山
賊
・
海
賊
に
限
ら
れ
な
い
、
下
沢
氏
の
言
う
門
広
義
の
「
悪
党
ヒ
に
属
す
る

　
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
本
稿
で
は
幕
府
法
上
の
基
本
的
な
定
義
を
確
認
す
る
に
止

　
め
た
い
。

⑯
御
成
敗
式
旦
三
渠
の
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、
石
井
良
助
「
大
犯
三
箇
条
」

　
（
噸
増
補
版
　
大
化
改
新
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
』
満
文
社
、
一
九
七
二
年
。
初
出

　
一
九
五
一
年
）
、
お
よ
び
西
田
友
広
「
鎌
倉
幕
府
検
断
体
制
の
構
造
と
展
開
」

　
（
噸
史
学
雑
誌
㎞
一
＝
1
八
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

⑰
笠
松
補
注
（
前
掲
注
⑪
欄
中
世
政
治
社
会
思
想
上
㎏
）
。

⑱
仮
に
、
こ
こ
で
の
「
悪
党
」
が
「
盗
賊
」
の
同
義
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る

　
と
す
れ
ば
、
両
者
の
並
列
表
記
は
同
語
反
復
と
な
り
、
む
し
ろ
不
自
然
で
あ
る
。

⑲
事
書
に
お
け
る
「
盗
賊
・
悪
党
」
と
い
う
並
列
表
記
は
、
検
断
対
象
と
な
る
犯

　
罪
者
集
団
を
「
悪
党
」
と
い
う
一
般
的
呼
称
で
総
称
し
、
そ
の
内
で
も
特
に
「
盗

　
賊
扁
を
主
要
な
検
断
対
象
と
し
て
強
調
す
る
た
め
別
に
提
示
し
た
も
の
、
と
解
し

　
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
当
該
期
の
幕
府
法
に
お
け
る
「
悪
党
」
を
こ
の
よ
う

　
に
く
悪
人
の
な
か
ま
〉
と
い
う
一
般
的
な
語
義
で
捉
え
れ
ば
、
「
悪
党
」
が
追
加

　
法
三
五
条
で
「
盗
賊
」
を
、
同
＝
七
条
で
「
強
盗
井
重
科
之
葦
」
を
指
し
て
使

　
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
も
の
と
思
う
。

⑳
三
浦
周
行
「
貞
永
式
目
」
（
『
続
法
覇
史
の
研
究
隔
岩
波
書
店
、
～
九
二
五
年
。
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鎌倉期における「悪党」の語義変化（根ヶ山）

　
初
出
一
九
一
九
年
）
。

⑳
　
こ
れ
に
よ
り
、
学
説
と
し
て
の
反
証
可
能
性
を
担
保
す
る
た
め
に
は
新
た
な
論

　
拠
が
必
要
に
な
る
、
と
考
え
る
の
が
筆
者
の
態
度
で
あ
る
。
本
稿
の
中
で
山
陰
氏

　
と
重
複
す
る
指
摘
を
あ
え
て
行
っ
た
箇
所
が
あ
る
の
も
、
こ
う
し
た
意
図
に
よ
る
。

⑫
　
こ
の
法
令
に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦
「
鎌
倉
の
「
地
」
と
地
奉
行
」
（
欄
網
野
善

　
彦
著
作
二
三
＝
嵩
巻
鋤
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。
初
繊
一
九
七
六
年
）
参
照
。

⑬
　
下
沢
氏
は
史
料
六
の
条
文
記
載
順
を
、
鎌
倉
市
中
に
お
け
る
出
現
頻
度
の
違
い

　
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
重
科
扁
で
あ
る
は
ず
の
「
悪

　
党
」
が
「
盗
人
」
等
よ
り
も
下
位
に
記
載
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
問
題
点
を
解
消

　
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鎌
倉
市
中
で
は
夜
討
・
強
盗
等
の
鵬
現
頻
度
が

　
低
か
っ
た
、
と
す
る
氏
の
推
測
は
根
拠
不
十
分
で
あ
り
、
右
の
理
解
に
は
従
え
な

　
い
。
現
に
、
門
吾
妻
鏡
」
寛
元
三
年
六
月
七
目
条
繍
新
訂
増
補
国
史
大
系
＠
）
で

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
は
、
「
夜
討
・
殺
害
二
等
」
に
対
す
る
警
戒
の
姿
勢
が
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
の

　
で
あ
る
。

⑳
　
弘
長
二
年
閾
七
月
日
付
醍
醐
寺
衆
徒
等
申
状
案
（
『
鎌
』
八
八
四
七
）
。

⑮
　
こ
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
上
杉
和
彦
「
鎌
倉
幕
府
法
の
効
力
に
つ
い
て
」
（
噸
日

　
本
中
世
法
体
系
成
立
史
論
㎞
校
倉
書
房
、
｝
九
九
六
年
。
初
出
一
九
八
八
年
）
参

　
照
。

⑱
　
こ
の
点
は
、
す
で
に
上
杉
和
彦
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
注
⑳
論
文
）
。

第
三
章
　
幕
府
外
に
お
け
る
用
法
変
化

第
一
節
権
門
寺
院

本
章
で
は
、
幕
府
以
外
に
お
け
る
門
悪
党
」
の
用
法
変
化
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
ま
ず
は
、
権
門
寺
院
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

　
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
＝
二
世
紀
初
頭
に
至
っ
て
も
な
お
、

権
門
寺
院
は
「
悪
党
」
を
「
悪
徒
」
「
凶
党
」
「
凶
徒
」
等
の
類
義
語
と
し
て

認
識
し
て
お
り
、
こ
の
語
に
対
し
て
主
体
的
に
新
た
な
用
法
を
付
与
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
弘
長
二
年
以
後
の
醍
醐
専

で
は
、
従
来
通
り
「
悪
党
」
を
原
義
に
基
づ
い
て
使
用
す
る
～
方
、
幕
府
に

検
断
を
求
め
る
訴
訟
に
際
し
て
は
、
幕
府
法
上
の
語
法
を
意
識
し
、
こ
の
語

を
意
図
的
に
多
用
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
、
敵
対
者
を
幕
府
の
用
法
に
沿
っ
た
門
悪
党
」
と
し
て
訴
え

た
訴
訟
、
す
な
わ
ち
〈
「
悪
党
」
訴
訟
〉
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
山
陰
氏
も

つ
と
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
同
様
の
構
造
が
「
悪
党
」

の
定
義
を
〈
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
と
い
う
盗
賊
（
行
為
）
〉
に
変
更

し
て
も
依
然
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
東
大
寺
を
事
例
と
し
て
確
認
し
た
い
。

　
　
　
　
①

【
史
料
九
】

　
　
　
　
　
　
　
　
重

　
　
東
大
寺
衆
徒
等
○
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
領
山
城
国
賀
茂
庄
住
入
　
　
党

　
　
　
欲
早
被
経
御
沙
汰
、
召
出
○
右
衛
門
入
道
以
下
悪
○
人
等
、
被
処
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
（
源
仏
）
　
　
　
ハ
藷
〕
　
　
　
　
　
ヒ

　
　
　
禁
獄
・
流
罪
等
重
○
、
被
鎮
山
賊
・
強
盗
等
書
籍
子
細
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
被
召
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
巳

　
　
右
、
件
子
細
者
、
（
中
略
）
所
詮
○
彼
右
衛
門
入
道
以
下
悪
党
人
○
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被

　
　
処
禁
獄
・
流
罪
之
重
科
之
目
、
彼
等
若
不
応
召
者
、
欲
居
地
頭
於
彼
所
。

　
　
　
（
後
略
）
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史
料
九
は
、
正
応
鑑
識
（
一
二
八
八
～
一
二
九
二
）
以
降
史
料
上
に
現
れ

る
山
城
国
賀
茂
荘
の
悪
党
に
つ
い
て
、
荘
園
領
主
た
る
東
大
寺
が
永
仁
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（一

�
緕
ｵ
）
三
月
に
作
成
し
た
、
幕
府
に
対
す
る
重
申
状
の
草
案
で
あ
る
。

こ
こ
で
東
大
寺
衆
徒
等
は
、
右
衛
門
入
道
源
仏
以
下
の
「
悪
党
人
」
等
に
よ

る
山
賊
・
強
盗
行
為
を
鎮
圧
す
る
よ
う
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
他
の
関
連
史

料
か
ら
も
、
東
大
寺
は
幕
府
に
対
し
、
源
仏
具
の
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
訴
え
出
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
東
大
寺
は
源
流
等
を
「
悪
党
」
と
し
て
幕
府
に
訴
え
る
上

で
、
正
応
年
間
以
来
一
貫
し
て
、
そ
の
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
と
い
う
罪
状
を

前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
章
の
検
討
を
錯
ま
え
れ
ば
、
右
の

よ
う
な
東
大
寺
に
よ
る
「
悪
党
」
の
用
法
も
ま
た
醍
醐
寺
と
同
様
、
幕
府
へ

の
訴
訟
に
際
し
て
、
幕
府
法
に
お
け
る
「
悪
党
篇
の
用
法
を
明
確
に
意
識
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
④

【
史
料
一
〇
】

　
　
　
〔
大
寺
〕

　
　
東
臼
□
衆
徒
等
誠
催
誠
恐
謹
書

　
請
殊
蒙
　
天
裁
、
因
准
先
例
、
任
注
進
交
名
、
不
日
可
召
取
由
被
仰

　
下
武
家
、
（
中
略
）

〔
賞
阻
〕

言
論
（
中
略
）

　
一
通
　
六
波
羅
家
状
案
　
当
国
中
悪
党
人
可
召
取
由
事
（
中
略
）

　
一
通
　
悪
党
人
交
名
注
文

　
　
右
、
謹
検
案
内
、
諸
国
山
賊
以
下
夜
罰
・
強
盗
等
之
大
犯
者
、
皆
是
武

　
　
家
成
敗
之
㎜
賦
也
。
随
而
四
、
如
解
由
女
　
二
年
二
月
｝
二
日
⊥
ハ
波
岡
維
家
状
者
一
、
響
円

　
　
召
豊
国
中
悪
党
云
々
。
（
中
略
）
望
請
　
天
裁
。
任
申
請
被
土
同
者
、

　
　
匪
留
令
断
絶
寺
領
一
橋
之
悪
行
、
兼
酒
中
悪
党
削
名
字
者
欺
。
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
史
料
一
〇
は
、
黒
田
荘
の
第
一
期
悪
党
に
関
し
て
、
東
大
寺
衆
徒
等
が
弘

安
五
年
（
＝
一
八
二
）
一
〇
月
に
公
家
政
権
へ
提
出
し
た
訴
状
で
あ
る
。
い

ま
史
料
一
〇
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
山
賊
・
夜
討
・
強
盗
等
の
「
大

犯
」
は
幕
府
の
管
轄
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
そ

の
よ
う
な
罪
を
犯
し
た
人
々
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
、
専
ら
「
悪
党
」
が
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
通
り
、
た
と
え
公
家
政
権

へ
の
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
幕
府
に
よ
る
「
悪
党
」
検
断
を
想
定
し
た

も
の
で
あ
れ
ば
、
訴
人
側
は
積
極
的
に
幕
府
法
上
の
「
悪
党
」
定
義
を
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
、
こ
の
語
を
多
用
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
本
節
で
は
、
幕
府
に
よ
る
「
悪
党
」
検
断
を
求
め
る
訴
訟
を
め
ぐ
っ

て
、
権
門
寺
院
が
幕
府
法
上
の
門
悪
党
」
定
義
を
受
容
し
、
か
つ
積
極
的
に

利
用
し
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
頻
発
・
継
続
す

る
中
で
、
寺
院
内
部
に
お
い
て
も
、
〈
盗
賊
（
行
為
）
〉
を
指
す
幕
府
法
に
沿

っ
た
「
悪
党
」
の
用
法
が
普
及
・
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
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鎌倉期における「悪党」の語義変化（根列上i）

第
二
節
公
家
政
権

　
続
い
て
本
節
で
は
、
公
家
政
権
に
お
け
る
用
法
変
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
公
家
法
や
、
そ
の
他
の
公
家
政
権
発
給
文
書
上
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
初

見
は
、
管
見
の
限
り
、
寛
喜
二
年
（
＝
～
三
〇
）
四
月
二
〇
日
付
の
太
政
宮

　
　
　
⑦

牒
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
勝
尾
寺
衆
徒
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
解
状
の
引

用
部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
使
用
に
公
家
政
権
の
主
体
性
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
興
福
寺
僧
綱
・
大
法
師
等
の
奏
状
を
引
用
す
る
、
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

長
三
年
（
一
二
六
王
）
一
個
月
一
七
撫
付
の
太
政
官
牒
に
し
て
も
同
様
で
あ

る
。
そ
し
て
、
類
義
語
と
の
関
係
性
と
い
う
点
で
は
、
弘
長
・
文
永
年
間
の

公
家
法
に
お
い
て
も
、
依
然
「
悪
徒
」
や
「
凶
賊
漏
な
ど
が
使
用
さ
れ
続
け

　
　
⑨

て
い
る
。
以
上
を
勘
案
し
、
前
章
で
見
た
幕
府
の
用
法
変
化
と
比
較
す
れ
ば
、

鎌
倉
時
代
の
公
家
政
権
が
、
門
悪
党
」
を
法
的
用
語
と
し
て
主
体
的
に
採

用
・
定
義
し
た
と
は
考
え
難
い
と
書
え
よ
う
。

　
続
い
て
、
鎌
倉
後
期
の
公
家
政
権
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
用
法
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

　
　
　
　
⑩

【
史
料
＝
】

　
　
太
政
官
重
囲
津
国
勝
尾
寺

　
　
　
　
応
禁
断
寺
領
四
至
内
鼠
生
井
伐
木
、
永
停
止
山
下
辺
民
・
講
中
悪

　
　
　
　
党
乱
入
狼
籍
事

　
　
右
、
得
彼
寺
住
侶
等
去
月
廿
八
日
奏
状
儒
、
（
中
略
）
而
去
年
十
二
月

　
　
廿
三
ヨ
山
下
辺
民
・
国
中
悪
党
等
、
不
恐
公
家
之
禁
遇
、
不
揮
武
家
之

　
　
施
行
、
率
数
多
人
数
、
乱
入
当
寺
光
明
院
、
狩
山
鹿
忽
射
殺
。
（
中
略
）

　
　
望
請
洪
慈
。
因
准
先
例
、
被
下
官
符
宣
、
且
任
寛
喜
官
符
井
武
家
之
施

　
　
　
　
　
　
　
（
近
衛
基
逓
）

　
　
行
、
且
任
普
賢
寺
禅
定
殿
下
裁
許
、
固
禁
過
当
寺
領
四
至
内
殺
生
伐
木
、

　
　
永
被
停
止
山
下
辺
民
・
国
中
悪
党
乱
入
狼
籍
者
、
専
仰
一
塁
安
全
之
聖

　
　
断
、
奉
祈
四
海
謬
説
之
御
願
者
、
（
後
略
）

　
史
料
一
一
は
、
「
山
下
辺
民
・
国
中
悪
党
」
が
勝
尾
寺
光
明
院
に
乱
入
し

て
山
鹿
を
殺
し
た
こ
と
を
訴
え
た
勝
尾
寺
住
侶
等
の
奏
状
を
受
け
て
、
乱
入

狼
籍
の
禁
園
を
通
達
し
た
太
政
宮
牒
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
勝
尾
寺
側
の
奏
状

に
記
さ
れ
た
「
悪
党
」
が
引
用
さ
れ
る
一
方
、
事
書
中
に
も
「
悪
党
」
が
使

用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
て
、
奏
状
中
の
表
現
を
抜
粋
し
た
も
の
で
は
あ
ろ

う
が
、
単
な
る
直
接
的
な
引
用
で
は
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
実
際
、
史

料
…
一
以
前
に
は
、
こ
れ
に
類
す
る
よ
う
な
用
例
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
で
史
料
一
一
以
降
に
は
、
事
書
や
事
実
書
中
に
、
こ
の
様
な
直
接
的
引

用
で
な
い
、
狼
籍
人
等
を
呼
称
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
「
悪
党
」
の
用
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
含
む
公
家
政
権
発
給
の
文
書
が
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
前
節
で
は
、
権
門
寺
院
は
鎌
倉
後
期
に
お
い
て
、
た
と
え
公
家
政
権
へ
の

訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
幕
府
に
よ
る
「
悪
党
」
検
断
を
想
定
し
た
も
の

で
あ
れ
ば
、
積
極
的
に
幕
府
法
上
の
「
悪
党
」
定
義
を
利
用
し
、
こ
の
語
を
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多
用
し
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
史
料
一
一
が
、
近
藤
氏
に
よ

っ
て
、
本
所
～
円
地
内
の
「
悪
党
」
召
し
捕
り
を
六
波
羅
に
命
ず
る
違
勅
論

旨
・
院
宣
の
成
立
時
期
と
推
定
さ
れ
た
、
正
応
三
～
永
仁
六
年
（
～
二
九
〇

～
～
二
九
八
）
の
伏
見
親
政
期
中
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
併
せ
考
え
れ
ば
、

右
の
よ
う
な
公
家
政
権
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
用
法
変
化
は
、
頻
発
す
る
本

所
か
ら
の
「
悪
党
」
訴
訟
の
処
理
や
、
「
悪
党
扁
の
検
断
を
め
ぐ
る
公
武
交

渉
を
重
ね
る
中
で
顕
在
化
し
た
も
の
、
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
鎌
倉
期
の
公
家
政
権
は
、
「
悪
党
」
を
法
的
用
語
と
し
て
主
体
的
に
採

用
・
定
義
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
も
そ
も
鎌
倉
中
期
以
前
に
お
い
て
、
そ
の

用
例
は
極
め
て
僅
少
で
あ
る
。
し
か
し
＝
二
世
紀
末
以
降
、
こ
の
語
の
公
家

政
権
に
よ
る
使
用
頻
度
は
明
ら
か
に
増
加
す
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
幕
府
に

よ
る
「
悪
党
」
採
用
の
政
治
的
・
社
会
的
影
響
が
、
非
常
に
大
き
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
永
仁
五
年
〔
三
月
一
五
日
〕
付
東
大
寺
衆
徒
等
重
申
状
土
代
（
『
鎌
隔
一
九
三

　
　
一
一
）
。

　
②
賀
茂
荘
に
お
け
る
悪
党
問
題
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
浩
史
「
流
通
路
支
配

　
　
と
悪
党
」
（
前
掲
は
じ
め
に
注
⑥
『
展
望
二
本
歴
史
一
〇
』
。
初
出
一
九
九
一
年
）

　
　
参
照
。

　
③
噸
鎌
㎞
一
九
七
六
九
・
二
三
二
五
二
・
工
四
工
五
二
・
二
四
五
四
五
二
蓋
〇

　
　
七
三
・
二
五
三
七
三
、
正
応
二
年
（
～
二
八
九
〉
三
月
～
○
日
付
六
波
羅
請
文
案

　
　
（
門
東
大
寺
図
書
館
蔵
東
大
寿
文
書
」
一
一
二
ニ
ー
三
）
、
徳
治
三
年
（
～
三
〇

　
　
八
）
一
一
月
日
付
東
大
寺
西
室
雑
掌
上
申
状
案
（
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
印

　
叢
書
5
』
）
等
。
史
料
の
所
在
に
つ
い
て
小
原
嘉
記
氏
の
彿
教
示
を
得
た
。

④
弘
安
五
年
一
〇
月
日
付
東
大
専
衆
徒
等
申
状
案
（
『
大
日
本
古
文
書
東
大
寺

　
文
轟
省
一
〇
憾
六
～
ニ
ー
一
）
。

⑤
黒
田
荘
に
お
け
る
悪
党
事
件
の
経
過
と
時
期
区
分
に
つ
い
て
は
、
小
泉
宜
右

　
「
伊
賀
国
黒
田
庄
の
悪
党
扁
（
稲
垣
泰
彦
：
氷
原
慶
二
編
『
申
世
の
祉
会
と
経
済
』

　
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二
年
）
参
照
。

⑥
高
野
山
の
事
例
で
あ
る
が
、
元
応
二
年
（
；
三
〇
）
八
月
日
付
金
剛
峰
寺
衆

　
遠
忌
解
状
（
㎎
鎌
』
二
七
五
五
八
）
な
ど
も
そ
の
好
例
と
言
え
よ
う
。

⑦
『
鎌
臨
画
九
八
○
。

⑧
公
家
法
法
規
二
七
六
～
二
九
一
条
。
な
お
、
こ
の
弘
長
三
年
の
太
政
官
牒
に
つ

　
い
て
は
、
稲
粟
伸
道
「
公
家
薪
制
と
二
日
新
制
」
（
『
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
』
岩

　
波
書
店
、
　
～
九
九
七
年
。
初
山
山
一
九
八
六
年
）
参
照
。

⑨
公
家
法
法
規
二
七
三
・
三
三
〇
条
等
。

⑩
永
仁
工
年
（
ご
先
四
）
四
月
二
五
日
付
太
政
宮
牒
（
噸
鎌
㎞
一
八
五
二
四
）
。

　
な
お
本
文
書
に
つ
い
て
は
、
戸
田
芳
実
門
第
二
帯
金
二
節
六
　
悪
党
の
活
躍
」

　
（
『
箕
面
市
史
第
一
巻
臨
一
九
六
四
年
目
参
照
。

⑪
咽
鎌
㎞
≡
二
四
〇
七
・
二
四
Ω
二
八
・
二
五
八
七
五
・
二
七
三
八
7
二
七
九

　
五
七
・
一
二
〇
四
二
〇
⊥
二
〇
五
五
九
・
一
二
〇
五
六
〇
・
一
二
〇
五
六
一
・
一
二
一
寛
二
二

　
六
・
曲
目
〇
四
　
飾
寺
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
の
課
題
は
、
ω
「
悪
党
」
に
新
た
な
用
法
を
付
与
し
た
主
体
、
吻
新

た
に
付
与
さ
れ
た
「
悪
党
」
の
基
本
的
定
義
、
紛
用
法
変
化
の
画
期
と
い
う

三
点
を
め
ぐ
る
、
山
陰
・
近
藤
・
下
沢
・
渡
邊
各
氏
に
よ
る
学
説
の
混
乱
状
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鎌倉期における偲党」の語義変化（根ヶ山）

況
を
打
開
し
つ
つ
、
「
悪
党
」
の
語
史
に
関
す
る
整
合
的
な
仮
説
を
提
示
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
右
の
三
点
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
を
ま
と
め
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
漢
語
と
し
て
の
「
悪
党
」
は
、
～
三
世
紀
初
頭
頃
ま
で
は
依
然
、
専
ら

〈
悪
人
の
な
か
ま
〉
と
い
う
原
義
に
基
づ
き
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ

の
語
は
、
延
応
二
年
二
月
か
ら
弘
長
二
年
五
月
ま
で
の
間
に
、
鎌
倉
幕
府
に

よ
っ
て
〈
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
と
い
う
盗
賊
（
行
為
）
〉
を
呼
称
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
法
的
用
語
と
し
て
採
用
・
定
義
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
そ
し
て
第
三
章
で
述
べ
た
通
り
、
こ
の
よ
う
な
幕
府
法
上
の
語
義
変
化
は

幕
府
以
外
に
も
甚
大
な
影
響
を
与
え
、
新
た
な
用
法
に
よ
る
使
用
が
普
及
・

定
着
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
な
お
も
〈
悪
人
の
な
か
ま
〉
と

い
う
原
義
通
り
の
用
法
が
存
続
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
見
落
と
し
て
は
な
ら

な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
鎌
倉
幕
府
法
に
限
ら
な
い
、
一
般
的
な
「
悪
党
」
の
語
義
変
化
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
い
て
見
通
し
を
示
し
て
お
き
た
い
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
睡
は
、
室
町

期
に
お
け
る
「
悪
党
」
の
語
義
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　
　
「
悪
党
」
…
ω
群
を
な
し
て
盗
み
や
人
殺
し
な
ど
を
は
た
ら
く
者
の
仲

　
　
　
　
　
　
　
間
、
集
団
。
社
会
秩
序
を
乱
す
徒
党
。
②
悪
事
を
は
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
い
た
り
、
領
主
な
ど
に
反
抗
し
た
り
す
る
者
。
悪
者
。
ひ

　
　
　
　
　
　
　
と
り
に
つ
い
て
も
い
う
。
㈹
た
ち
の
悪
い
盗
み
を
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
と
。
ま
た
、
そ
の
盗
人
。

右
の
ω
働
は
、
第
一
章
で
見
た
『
日
本
国
早
大
辞
典
』
の
記
載
と
も
通
じ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
今
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
㈹
で
あ
る
。
室
町
期
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
「
悪
党
」
は
「
悪
盗
」
と
も
表
記
さ
れ
、
盗
賊
（
行
為
）
の
イ
メ
ー
ジ
と

強
く
結
び
つ
い
た
語
と
し
て
、
　
一
般
的
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
室
町
期
の
「
悪
党
」
に
確
認
さ

れ
る
〈
盗
み
・
盗
人
〉
と
い
う
語
義
素
は
、
鎌
倉
幕
府
法
に
お
け
る
語
義
変

化
の
延
長
上
に
位
置
付
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
「
悪
党
一

は
、
従
来
の
〈
悪
人
の
な
か
ま
〉
と
い
う
原
義
に
加
え
、
鎌
倉
中
後
期
以
後

に
〈
盗
賊
（
行
為
）
〉
と
い
う
語
義
素
を
一
般
的
に
成
立
さ
せ
、
多
義
語
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
て
い
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
本
稿
で
は
、
一
二
つ
の
点
i
語
の
〈
意
味
〉
に
関
す
る
理
解
を
よ
り

厳
密
化
す
る
こ
と
、
語
の
多
義
性
に
注
意
す
る
こ
と
、
類
義
語
と
の
関
係
性

の
変
化
に
注
目
す
る
こ
と
　
　
に
重
き
を
置
き
つ
つ
、
「
悪
党
」
の
語
史
に

つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に
、
右
の
結
論
に
よ
っ
て
今
後
の
悪
党
論
に

い
か
な
る
展
望
が
開
け
る
の
か
と
い
う
点
に
触
れ
、
全
体
の
括
り
と
し
た
い
。

　
第
二
章
で
論
証
し
た
よ
う
に
、
幕
府
に
よ
る
「
悪
党
」
採
用
の
画
期
は
山

陰
氏
の
い
う
承
久
の
乱
で
は
な
く
、
一
三
世
紀
厚
葉
に
ま
で
下
る
。
そ
し
て
、

〈
夜
討
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
〉
を
指
す
幕
府
の
用
法
を
意
識
し
た
、
幕
膚
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以
外
か
ら
の
「
悪
党
」
訴
訟
と
明
確
に
判
定
し
う
る
の
は
、
同
じ
く
第
二
章

で
検
討
し
た
弘
長
二
年
に
お
け
る
醍
醐
寿
の
事
例
が
最
初
期
の
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
正
嘉
二
年
に
幕
府
に
よ
っ
て
「
国
々
悪
党

令
蜂
起
」
と
表
現
さ
れ
た
事
態
を
、
山
陰
氏
の
よ
う
に
門
「
悪
党
」
訴
訟
の

激
発
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
事
態
は
歴
史
的
に
い
か
に
位
概
付
け
直
し
う
る
か
。
こ

こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、
幕
忠
に
よ
る
「
悪
党
」
の
基
本
的
定
義
を
〈
山

賊
・
海
賊
・
夜
討
・
強
盗
と
い
う
盗
賊
（
行
為
）
〉
に
限
定
し
て
理
解
す
る

視
角
で
あ
る
。
一
三
世
紀
前
半
の
寛
喜
の
飢
鰹
以
降
に
盗
賊
対
策
が
強
調
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

強
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
幕
府
法
か
ら
も
看
取
し
え
よ
う
が
、
右
の
視
角
に

基
づ
け
ば
、
幕
府
に
よ
る
「
悪
党
」
採
用
を
こ
れ
と
一
連
の
動
向
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
も
の
と
思
う
。

　
本
稿
で
は
詳
論
で
き
な
い
が
、
筆
者
は
、
そ
の
よ
う
な
盗
賊
対
策
の
強

調
・
強
化
と
い
う
政
策
が
推
進
さ
れ
た
背
景
に
は
、
盗
賊
の
鎮
圧
を
徳
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
一
環
と
見
な
す
通
念
が
存
在
し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
想
定
が

認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
＝
二
世
紀
中
葉
の
幕
府
法
・
幕
府
発
給
文
書
上
に
お

け
る
「
悪
党
」
用
例
の
増
加
は
、
「
「
悪
党
」
訴
訟
の
激
発
」
を
受
け
た
も
の

で
は
な
く
、
徳
政
と
し
て
の
盗
賊
鎮
圧
策
が
幕
府
に
よ
っ
て
積
極
的
に
展
開

さ
れ
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
、
と
捉
え
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。
鎌
倉
期
に
展
開
さ
れ
た
「
悪
党
」
鎮
圧
策
を
追
究
す
る
こ
と
で
、

中
世
に
お
け
る
〈
徳
政
〉
の
新
た
な
側
面
が
浮
か
び
上
が
る
に
相
違
な
い
の

で
あ
る
。

①
「
悪
党
偏
と
い
う
語
を
相
対
化
す
る
本
稿
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
数
あ
る
類
義

　
語
の
中
で
な
ぜ
「
悪
党
」
が
選
択
さ
れ
た
か
、
と
い
う
問
い
は
不
可
避
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
成
案
を
得
て
い
な
い
。
門
悪
党
」
が
元
々

　
何
ら
か
の
位
相
語
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は
判
断
を
保
留
し
、

　
後
考
を
挨
つ
こ
と
と
し
た
い
。

②
開
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
蕊
（
三
省
堂
、
一
九
八
五
年
）
。

③
馴
五
本
対
照
改
編
節
用
集
（
上
）
』
（
勉
誠
社
、
～
九
七
四
年
）
。

④
南
北
朝
期
に
お
け
る
「
悪
党
」
に
、
す
で
に
〈
盗
賊
（
行
為
）
〉
と
い
う
語
義

　
素
が
一
般
的
に
成
立
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
〈
悪
党
〉
の
姿
態
・
行
動
を
表
現
し

　
た
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
「
峰
根
記
」
（
噸
続
群
書
類
従
二
八
輯
上
睡
）
中

　
の
記
述
も
、
正
安
・
乾
元
頃
お
よ
び
正
中
・
嘉
暦
頃
の
各
々
に
お
け
る
盗
賊
の
典

　
型
的
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
た
も
の
、
と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い

　
か
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
史
料
か
ら
無
批
判
に
〈
悪
党
〉
像
を
描
出
す
る
こ
と
は

　
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑤
例
え
ば
、
追
加
法
二
二
・
三
五
条
、
御
成
皆
式
旦
二
・
三
二
・
三
三
条
等
。

⑥
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。

（
付
記
）
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
・
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
各
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
〉

88　（322）



Semantic　Changes　of　the　Word　Akuto一　during　the　Kamakura　Period

by

NEGAYAMA　Yasufumi

　　This　paper　is　a　historical　study　of　the　uses　of　the　wordα肋’δ悪党that

appears　prominently　in　historical　documents　from　the　latter　kalf　of　the　13th

century　to　the　first　half　of　the　14th　century，

　　In　recent　years　studies　of　ahuto一　have　developed　as　an　extension　of　the

viewpoint　of　Yamakage　1〈azuo　who　considered　the　word　akuto一　to　be　“a

historical　term　that　indicates　a　certain　historical　reality．”　ln　regard　to

Yamakage’s　interpretation　of　al｛uto一　Shat　formed　the　core　of　his　theory，

altemative　theories　that　include　important　new　poiRts　have　been　proposed　by

Kondo　Shigekazu，　Shimozawa　Atsushi，　and　Watanabe　Hirochika．　However，　the

dialectic　process　of　overcoming　the　contradictions　of　these　and　Yamakage’s

theory　has　noe　beeR　achieved　so　there　is　still　much　confusion　regardiRg　the

interpretation　of　the　term．　There　are　specific　contradictions　among　the　four

theories　regardiRg　the　understanding　of　1）　those　who　invested　the　word　akuto’”

with　a　new　usage，　2）　the　basic　defiRitlon　newly　added　to　denotatioRs　of　this

word，　and　3）　the　time　when　that　change　occurred．

　　The　taslc　of　this　paper　is　to　break　through　the　confusion　and　present　a

coherent　hypothesis　concerning　the　history　of　the　word　akuto一　by　attempting　the

fundamental　task　of　a　complete　revision　of　the　image　of　akuto一　in　medleval

society．　IR　this　case　it　is　necessary　to　consider　the　problems　eRcountered　in

earller　scholarship圭n　regard　to　the　wordθ肋あsuch　as　the　tendency　to　confer　it

special　status　and　absolute　character　and　to　confiRe　it　to　a　siRgle　meaning．　This

is　due　to　the　fact　that　an　analysis　based　on　these　preconceptlons　will　cause　us

not　only　to　overlook　the　dynamic　processes　by　which　a　word　is　accorded　special

usages　but　is　also　likely　to　lead　us　into　the　error　of　talking　the　first　usage　of

aleuto一　in　the　Middle　Ages　as　the　origin　of　the　special　usage　in　the　late－1〈amakura

period．　ln　order　to　avoid　these　pitfalls，　the　following　three　points　are　given

special　consideration　in　this　study：　1）　observing　the　interpretation　of　word

“meaning”　more　strictly，　2）　paying　careful　atteRtion　to　tlte　polysemy　of　words，

and　3）　focusing　on　changes　in　its　relationships　to　synonyms．

　　A　summary　of　tke　conclusions　of　this　study　includes　the　following　points．
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Before　the　middle　of　the　13th　century，　the　basic　meaning　of　the　word　akuto一　was

exclusively　“a　group　of　villains，”　which　had　been　the　original　meaning　of　the

word．　However，　after　akztto一　was　adopted　and　defined　as　a　legal　term　by　the

Kamakura　shogunate　to　refer　to“crimes鎌ch　as　yo－uchi夜討（burglary），璽’σ

強盗（robbery），　sanzoku山賊（brigandage），　or　kaizohtt海賊（piracy），　and　also

the　gangs　who　committed　those　crimes”　（which　occurred　during　the　middle　of

the　13th　century，　specifically　from　the　second　month　of　Enn6　2　（1240）　to　the　fifth

month　of　K6ch6　2　（1262）），this　Rew　usage　gradually　spread　beyond　official　usage

and　took　root．　The　word　akuto一　then　came　to　be　recognized　as　a　word　closely

associated　with　robbery，　and　“robbery　and　robbers”　was　established　as　one　of

the　new　basic　meanings　of　£his　word．　Thus，　the　word　ahuto一　became　popularly　a

polysemic　term　in　the　era　from　the　middle　of　the　Kamakura　period　to

Muromachi　period．

　　One　result　of　tkis　study　is　to　enable　us　to　uRders£and　the　adoption　and

definition　of　akttto一　as　being　closely　related　to　the　s£rengthening　of　the　police－

action　system　by　the　Kamakura　shogunate　in　the　mlddle　of　the　13th　century．　lt

can　be　surmised　that　the　Kamakura　shogunate　adopted　and　defined　the　word

akuto一　as　it　gradually　reinforced　countermeasures　against　robbers　as　a　part　of

policy　of　good　governance　instituted　after　the　famiRe　of　the　Kangi　era　in　the

first　half　of　the　13th　century　and　increasiRgly　took　measures　to　sttppress　those　it

branded　ahuto一．

Religious　Politics　of　the　Habsburg　Monarchy　and

　　　Reactions　from　the　lslamic　People　of　Besnia：

Fecusing　on　the　Establishment　of　the　Reis－ul－Ulema

by

YONEOKA　Daisuke

　　This　paper　examines　religious　policies　of　the　Habsburg　monarchy　and

reactions　of　the　BosRiaR　lslamic　people　to　them．　Conventional　historiographies

have　generally　regarded　the　responses　of　the　lsiamic　people　as　ideRtical　with

those　of　the　nationalist　movements　that　spread　throughout　the　Balkans　at　that
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